
ご  案  内 

当院は、厚生労働大臣が定める基準を受けた保険医療機関で 

下記の基準を受けています。              （令和７年２月１日現在） 

 

精神科救急急性期医療入院料 病棟数：1 棟 病床数：59 床 

*南 1 病棟は精神科救急急性期医療入院料の基準を受けています。  

看護職員の数は、常時、患者様 10 人に１人の看護師という基準を満たしています。  

・１日に１８人以上の看護職員が勤務しています。時間毎の配置は次のとおりです。  

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は４人以内です。 

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は２０人以内です。 

 

精神病棟入院基本料（15：1） 病棟数：１棟 病床数：５８床 

*南２病棟は精神病棟入院基本料（１５対１）の基準を受けています。  

看護職員（看護師及び准看護師）の数は、常時、患者様１５人に１人の有資格者で、うち 

７割以上は看護師、さらに患者様 30 人に 1 人の看護補助者という基準を満たしています。  

・南２病棟は１日に１２人以上の看護職員が勤務しています。時間毎の配置は次のとおりです。  

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は６人以内です。 

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は２９人以内です。 

 

精神療養病棟入院料 病棟数：5 棟 病床数：2８4 床 

*南３・４・５病棟、北２・３病棟は、精神療養病棟入院料の基準を受けています。  

看護面では、常時、患者様１５人に１人の看護スタッフ（５割以上は有資格者）。 

施設面では、病室床面積は患者様１人につき 5.8 ㎡以上、病棟床面積は患者様 1 人につき 

18 ㎡以上で治療環境を整備した病棟です。 

・南３・４・５病棟は１日に１２人以上の看護職員と看護補助者が勤務しています。  

時間毎の配置は次のとおりです。  

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は６人以内です。  

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は３０人以内です。 

・北２・３病棟は１日に１１人以上の看護職員と看護補助者が勤務しています。  

時間毎の配置は次のとおりです。  

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は６人以内です。  

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は２６人以内です。 

 

特殊疾患病棟入院料２ 病棟数：２棟 病床数：９０床 

*中央４・５病棟は、特殊疾患病棟入院料２の基準を受けています。  

看護スタッフの数は、常時、患者様１0 人に１人で、うち 2 割以上は看護師、及び、 

看護補助者 20 人に 1 人という基準を満たしています。 

施設面では、病棟床面積は患者様 1 人につき 16 ㎡以上で治療環境を整備した病棟です。  
 

・１日に 14 人以上の看護職員と看護補助者が勤務しています。時間毎の配置は次のとおりです。  

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は４人以内です。 

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は２３人以内です。 

 

 



認知症治療病棟入院料 1 病棟数：1 棟 病床数：４４床 

*中央３病棟は、認知症治療病棟入院料 1 の基準を受けています。  

看護スタッフの数は、常時、患者様 20 人に１人で、うち 2 割以上は看護師、及び、 

看護補助者 25 人に 1 人という基準を満たしています。 

施設面では、病棟床面積は患者様 1 人につき 18 ㎡以上、生活機能回復訓練室を有し、  

治療環境を整備した病棟です。 
 

・１日に７人以上の看護職員と看護補助者、作業療法士が勤務しています。 

時間毎の配置は次のとおりです。 

朝 9 時～夕方５時まで、看護職員 1 人が担当する人数は９人以内です。 

夕方５時～朝 9 時まで、看護職員 1 人が担当する人数は２２人以内です。 

 

（1）基本診療料の施設基準等 

◆精神病棟入院基本料  ◆精神科救急急性期医療入院料 (精神科救急医療体制加算２ ) 

◆特殊疾患病棟入院料２  ◆精神療養病棟入院料  ◆認知症治療病棟入院料 1  

◆精神科急性期医師配置加算１◆看護配置加算  ◆看護補助加算１ (看護補助体制充実加算 )  

◆療養環境加算  ◆救急医療管理加算  ◆後発医薬品使用体制加算 1 ◆診療録管理体制加算３  

◆精神科身体合併症管理加算  ◆精神科応急入院施設管理加算  ◆データ提出加算  

◆精神科救急搬送患者地域連携紹介加算  ◆医療 DX 推進体制整備加算    

◆精神科入退院支援加算  ◆初診料（歯科）の注 1 に掲げる基準   

◆歯科外来診療医療安全対策加算 1◆歯科外来診療感染対策加算 1 

（2）特掲診療料の施設基準等 

◆薬剤管理指導料  ◆脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）◆運動器リハビリテーション料（Ⅲ） 

◆精神科作業療法  ◆精神科ショート・ケア「小規模なもの」 ◆精神科デイ・ケア「大規模なもの」 

◆精神科デイ・ナイト・ケア  ◆重度認知症患者デイ・ケア料  ◆医療保護入院等診療料 

◆抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。） 

◆精神科退院時共同指導料１及び２  ◆精神科在宅患者支援管理料（２）（３）  

◆こころの連携指導料(Ⅱ ) ◆認知症患者リハビリテーション料  

◆通院・在宅精神療法の注８に規定する療養生活継続支援加算  ◆入院ベースアップ評価料  

◆外来・在宅ベースアップ評価料（１）  ◆クラウン・ブリッジ維持管理料  

◆ＣＡＤ/ＣＡＭ冠及び CAD/CAM インレー ◆歯科外来・在宅ベースアップ評価料（１）  

（3）入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ） 

入院時食事療養（Ⅰ）及び入院時生活療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって 

管理された食事を適時（夕食午後 6 時以降）適温で提供しています。 

（4）明細書の発行状況に関する事項 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、 

領収証発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。 

また、公費負担医療の受給者であって、医療費の自己負担のない方についても無料で発行して  

おります。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。 

（5）保険外負担に関する事項 

 保険外負担については、医療外サービス一覧表をご確認ください。                           

医療法人生生会  松蔭病院 

 


